
令和 倍

適 用 地域

表

阿保町

全農域業振興地域内の農用地区域

I 40 

焼川小野原

上記以外の地域

1 東郷、 小ノ滝、 鷺J

(1) 1 4 0 30 1. 1 中 7.8I::I:：I 13 叶::I3. 711：ド 3.7 

什線鉛

(2) t記以外の地域 30 I 1. 1 中 4. 3中 4. 0し屯 2. 7~ 2. 7 

2 上記以外の地域 I 30 

荒川上田野 濃業振巽地域内の農用地区域

l 半縄、原地、八割、錦 飩 8.3 

2 上記以外の地域

(1) 国道 14 0号線沿 純 5.3飩 8.7 

(2) 卜記以外の地域 純 4.4飩 5.4 

上記以外の地域

1 半縄、原地、八省l|、錦、越、事上

ト原、

(1) 1 4 0号線沿 30 l. 1 中 18 中 44中 44

(2) 上記以外の地域 30 1. 1 中 14 中 37中 37

2 田ノ端、森ノ西、飛沼原、花御常

上下石原、 船川、浅越、糀屋

栃久保、中原

(1) 国道 14 0号線沿 30 I. 1 中 1 4 中 1 4 中 30中 30

(2)上記以外の地域 30 1. 1 中 8.3 中 6.9中 26中 26

3 上記以外の地域 30 1.1 中 3.2 純 2噂。純 2.0 

荒川久那 1農業振興地域内の農用地区域 一飩 2.9

上記以外の地域

1 本半沢、平沢 I 30 1.1 

2 上記以外の地域 I 30 1.1 



令和 倍 表 2頁

適 用 地 域

I 瀬戸河原、名 上サ原、上サ

中津川＝峰口停叫 隣6.l飩 8.I 
II幹線4号線沿）

(2)上記以外の地域 I純 4.7純 5.0 

2 上記以外の地域 I純 2.9純 4.0 

記以外の地域

l 瀬戸河原、名土、 トサ原、 トサ

(1) 駅前通り （県逍中津川一 碍」 30 l. 1 中 9冒』， 12中 6.5中 6.5

場線及び市道荒川幹線4号線沿）

(2)上記以外の地域 30 I 1. 2中 6.3中 8. 1し屯 6. 3~屯 6.3 

2 長畑、川端、 、横手 I 30 I 1. 1 I中 4.叶中 6.41中 6.11中 6.1 
風穴、 ノ前、沢戸、横幕、小池掠

大畑、中丸、沢問、青梅

唐津竹、宮沢、後原、中野原、中野

3 ヽ 30 I 1. 2中 4.7中 5.9中 3.6中 3.6 

伊勢崎、

間ノ原、大谷、水神渕、）泉、 J泉ノ上

山口、橋場、谷坂、 田、石田

4 上記以外の地域 30 I 1. 1中 1.6中 1. 7し應 1.8顧 1.8 

荒川贄川 濃業振罪地域内の農用地区域

1 向山、西反、本原、蛯原、

柳島、中

(1) 国道 14 0号線沿

(2) 卜記以外の地域

2 屯田、川町、向原

3 上記以外の地域

(1) 主要地力道皆野両神荒川線沿

（2)上記以外の地域

上記以外の地域

1 上半、向田、四反、本原、蛯原、上姐

下反、柳島、中島

(1) 1 4 0号線沿 30 I 1. 3中 3.9中 6.0中 6.9中 6.g 



令和 倍 表 3頁

％ 惰 Ii 

(2)上記以外の地域 30 1. 3 中ふ 3中 5.0|中

2 屯田、川町、向原 30 l. 1 中 3.3中 5.01中 2.51中 2.51 

3 日記以外の地域

(1) 主要地方道皆野両神荒川線沿 30 1.1 中 2、2中 2.9し屯 1. 6飩 1. 6 

(2)上記以外の地域 30 l. 1 中 1.7 中 2.2飩 1.5飩 1.5

荒川日野 農業振罪地域内の農用地区域

l 国道 14 0号線恰 1純 5.3飩 6.8 

2 I-記以外の地域 I純 3.1 飩 4.1 

上記以外の地域

1 下モ原、）1|宿、川端、

ノド、 、丸山、

正「月、

(1) 1 4 0号線沿 30 1. 1 中 9. 13 中 13 中 13 

(2)上記以外の地域 30 l亀 2中 5. 6.8 中 10 中 10 

2 30 1. 2 中 1.

いI伊古田 農巣振罪地域内の農用地区域

上記以外の地域 30 1. 1 中 3.

和泉町 30 L 1 70中 1531中 369

う上野町 路線 周比 比準 比準 比準

浦III 30 1.1 4.5 純 1.0純 4.5 

太田 業振棟地域内の農用地区域 純 5 11 

上記以外の地域

1 t要地方道皆野荒川線沿 30 l. 1 中 6.2中 13中 11中 25

2 ヒ記以外の地域 30 1. 1 中 5.8中 12飩 4.2飩 8.7 

大滝 1大輪、落合、強右

1 1 4 0号線沿 30 l. 1 

2 上記以外の地域 30 1.1 中 5. 6し屯 2.0飩 2. 0 

久保、二瀬、栃本

l 1 4 0号線沿 I so I 1. 1 I 廿中 3.7飩 2.I卸 2.1 
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％ 

2 上記以外の地域 I 30 

上記以外の地域 I 30 l. 1 

lj'豆業振膜地域内の農用地区域 随 22飩

上記以外の地域

1 宮崎丙側、 下原、 40 I 1. 1中 23中 56仲碍中 101

宿東

2 桐ノ木、 |‘ 峯訳 40 1. 2 中 55 叶::I 53 l:：ド 97

3 I-記以外の地域 30 1.0 中 46 中 44中 81

大畑町 全域 10 1. 1 周比 比準 比準 比準

下上野原、坂氷

l 都市計画の用途地域の指定がある地i路線 周比 比準 比準 比準

2 上記以外の地域 30 1. 1 27 中 21中 35

上官地、中宮地、 卜宮地、 ノ台、上ノ

平、峯沢

l 都市計圃の用途地域の指定がある地」 路線間比 比準I比準I比準

2 上記以外の地域

(1)農業振興地域内の農用地区域 純 4. 9.0 

(2) 卜記以外の地域 30 l. 1 中 6. 11 中 19中 29

野坂上、野坂 30 1. 1 中 6. 18 中 16中 32

上記以外の地域 30 

小柱 濃業振躾地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 主要地方悧秋父児玉線沿 1 30 l. 1 1中 9.卿 19仲 131中 29
主要地方道皆野焼）1|線沿

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 5 6.4 中 4.5中 ll

州金室町

全都域市計画の用途地域の指定がある地域

40 l. 1 周比 比準 比準 比準

上影森 40 1.1 周比

ご1U6. 上記以外の地域 30 I. 1 

上町 1~3 H 押堀川より北側の地域 比準I比準
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適 用 地 域

叫 上町 1~3丁目

上宮地町

上吉田

堀川より南側の地域

市計両の用途地域の指定がある地域

ト．記以外の地域

農業振膜地域内の農用地区域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

40 

so I 1. 1 I中 121中 351中 53

ー 、駒形、大棚部、 ノnI)|

(1) 主要地方道皆野両神荒川線沿

主要地ガ道高崎神流秩父線沿

(2) J:記以外の地域

2 久形大道上、久形大道下、東女部田

鳳 □島ノ前、新井、祐日影

小川戸、

（1) 主要地方道高崎神流秩父線沿

イ 市道J:古田 48号線（正膳寺入

n) の合流点より東側の地域

ロ 上記以外の地域

(2) 上記以外の地域

3 上記以外の地域

ヒ記以外の地域

1 七間戸、駒形、大棚部、宮戸、宮ノ印

中

(1) 主要地方道皆野両神荒川線沿

主要地方道高崎神流秩父線沿

(2) 卜記以外の地域

2 久形大道上、久形大道F、東女部田

西女部田、三島ノ前、新井、緒H
小川戸、塚腰

(1) 主要地力道高崎神流秩父線沿

30 I L 1 I中 5.51中 5.71中 6.21中 6.2

30 I 1. o I中 4.叫中 4. 5沖 4.乱中 4. 9 

イ 市道上吉田 48号線（花膳寺入 I30 I l. l I中 5.2仲5.81中 6.2仲6.2 
日）の合流点より東側の地域

ロ 上記以外の地域

(2)上記以外の地域

3 上記以外の地域

30 I 1. 1 I中 4.21中 4.7飩 4.9飩 4.9 

30 I I. 1 

30 I 1. 1 

3. 8 

純 1.6飩 ,1.7 

5
 ．

 

eJ 

2.8 



令和 倍 表 6頁

<I久那

適 用 地域

立業振別地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 細久保、 ドタ屋敷、崩間

(1) 

(2) 上記以外の地域

2 北替戸、天神前、円田、折、久保

l‘"ノ久保、 1ヽ` ノ台、破化端

田中、下夕落合、山上、高恨

名

II線沿 30 I I. 1 I中 1叶中 11仲 ，． 5|中 28 

30 I L 1 I中，． 4|中 8.7飩 3.0飩 3..

30 I 1. 1 I中 6.8沖，． 7|中，． 5|中 2

熊木町

反り、五百沢、中落合

3 上記以外の地域

(1) 主要地方道秩父荒川線沿

(2) L記以外の地域

都市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

の農用地区域

l 前原、中通り、下原、中原

(1) 国道 14 0号線沿

(2) 上記以外の地域

2
 

前沢、上ノ原、商儘、上小川

3 天水、小川、桐ノ木、堀ノ内、覗き

小樽、山ノ根、樋ノ n、破風居

(1) 国道 14 0号線沿

(2) 上記以外の地域

4 柳田、堤田、五反田

(1) 国道 14 0号線沿

(2) 上記以外の地域

5 木毛、大畑、硫黄の下、下田

(1) 国道 14 0号線沿

(2) 上記以外の地域

30 I L 1 I中 7.

30 I 1. 1 I中 3.

ー ，路線 I周比，¥

23 

比準

50 I 1. 1 I中 16仲 221中 241中 39

14 

13 

12 

16 

15 

20 

14 

18 

13 
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適 用 地

<I黒谷 I I 中通り、 ド原、

(1) 1 ・1 0 30 l. 1 中 22中 37中

(2) 卜釦以外の地域 30 1.1 中 13 中 25中 32中 10

2 岩下、前訳、上ノ原、高儘、上小）II 30 1.1 中 13 中 23巾 28巾 83I

3 小川、小槽、桐ノ 堀ノ内

川ノ根、覗き、樋ノ日、破風屋

(1) 1 4 0 30 1. 1 

中 2]／40 

叶::I 44 l:：ド 128

(2)秩父鉄道の東側の地域 30 1. 1 中 1 30 中 32中 98

(3) 上記以外の地域 30 l. 1 中 5. l l 中 12中 3

4 柳rn、 rn、 m 

(1) 国道 14 0号線沿 30 l. l 中 2 I l I 

(2)秩父鉄道の東側の地域 30 l, l 中 2 40 中

(3) 上記以外の地域 30 1.1 中 5. 11 中 3 

5 木毛、大畑、硫英のド、 ド田

(1) 1 4 0 30 1. 1 中 2]／ 40 

中 44中 128

(2)秩父鉄道の東側の地域 30 1.1 中 1 31 中 94

(3) 卜記以外の地域 30 1. 1 中 5. 11 中 121中 32

6 上記以外の地域 30 l. 1 中 4.

さI桜木町

t: 業振膜地域内の農用地区域

路線 周比
比1比こ比準

定峰 30 1. 2 中 2 6 2 5. 1 

し1品沢

上記以外の地域 30 I. 1 中 4.

巾計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1 周比

上記以外の地域 30 1.1 中 2.

下官地町 都市計画の用途地域の指定がある地域 50 l. l 周比

上記以外の地域 50 1. 1 l |」 28 l l ! 36 1 | ］ 5 

下吉田 農業振巽地域内の農川地区域

l 主要地方道皆野両神荒川線（占田中赳 I純 l3飩 23

バイパス）沿



令和 倍 表 8頁

適 用 地域

2 上記以外の地域

(1) 町

イ 主要地方道皆野両神焼）1|線沿

県消下小鹿野吉田線沿

ロ ト記以外の地域

(2) 井上、

和田、芦田、大日

イ

ロ ト．記以外の地域

(3) 小暮、藤六

イ 県道下小鹿野吉田線沿

ロ l~．記以外の地域

(4) 新田原内北、新田原内南

イ 県消卜小鹿野吉田線沿

ロ ト．記以外の地域

(5) 上記以外の地域

,,線沿

12 

イ 秩父みどりが斤．丁＾業団地内

ロ 上記以外の地域

上記以外の地域

2 日．記以外の地域

(1) 町

イ 主要地方滸皆野両神蔀川線沿

県道ド小鹿野吉田線沿

ロ 上記以外の地域

(2)井上、市場広瀬、鍛冶Ill、夏梅

和田、芦田、大日堂、

イ 主要地方道皆野両神荒川線沿

ロ 上記以外の地域

30 I 1. 1 

30 I 1.0 

12 

6. 5 

12 

6 ． 6 

純 5.8飩 7.0 

r
J
 

L
 

1 主要地方道皆野両神荒川線（吉田中赳 30 I 1. 1 I中 14仲 251中 3.61中 3.6 
バイパス）沿

ー中 13|中＆ 2|中 3.2 

ー中 j ！仲 3.I|中 3.I 

30 I 1. 1 I中 ，． 3|中 1訓中 3`. 1|中 3. 1 

30 I 1. 1 I中 4.4甘l7. 1|中 2.01中 2.0 

3)小 f‘ 
L
 ／
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適

イ

用地域

ド小鹿野吉田線沿

たI滝の上町

田村

ロ 上記以外の地域

(4)新田原内北、新rn原内南

イ 県道下小鹿野吉田線沿

ロ 上記以外の地域

(5)上記以外の地域

イ 秩父みどり

ロ ト＾記以外の地域

全域

声業振巽地域内の農用地区域

9頁

l 坊平、水ノ間、東原、森下モ、茶バミ

丁丁坊、新シ、日向、中原、中郷、

深町、岡田

2 上記以外の地域

上記以外の地域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

30 

30 I l.〇叩 7,4|中 7.3飩 2.3!~ 

30 

30 I L〇沖 5.6|中 7.

30 I 1. 1 

30 I 1. 1 I中 3.

中 111中 3る叶中 3. 1 

10 I 1. 1 I周比準駒比準

9.5 

純 3.5飩 5.9 

比準

l 坊平、水ノ間、東原、 ヽ ミI3o I 1. 1 I中 7.51中 121中＆ 6|中 17

新シ、日向、中原、中郷、

深町、岡田

， 必 上記以外の地域 30 L 1中 4. 6. 7飩 4.3飩 5.7 

判近戸 町 I都市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

農業振棟地域内の農用地区域

1 新屋、六社、上ノ台、六万部、植田

左淵、坪ノ内、丸山、境イ

屋録沢、新堀、矢平、坊地、岩ノ上

東袋、薬師堂、前立、舞台ヶ谷戸

尾崎、北川、山ノ根、上山ノ根

木札、八木

(l) 国道 29 9号線沿

主要地ガ道秩父荒川線沿

主要地方道秩父児宝線沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

50 I L 1 I中 14I中 3叶中 351中 59 

11 

9.6 



令和 倍 表 10頁

適 用 地域

ー 植田

ィ

訓寸、

尾崎、北）l|、山ノ根、

木札、八木

(1) 国道 299号線沿

11線沿
主要地方道秩父児工線沿

(2) 上記以外の地域

2 下モ原、上原、桜川、山崎、中丸

柳井戸、民場通、平塚、加奈川

胸反り、前原、舟久保、平ラ、田中

諏訪前、士橋、小lll、上ノ台、

口門下夕、追分下夕、神畑、押廻し

(1) 主要地方道秩父児玉線沿

(2) 上記以外の地域

3 永田、甲塩谷、乙塩谷、舞台、原

井戸端、川端、武ノ鼻、

(1) 

(2) 上記以外の地域

4 上記以外の地域

叶線沿

と

栃谷

30 | l. 1 1中国中 24沖頌中 45

30 I 1. 1 I中 111[：ド 1711!1 1211：ド 2

l

.

 

，
 

11

中

l

l

 

．
．
 

l

l

 

0

0

 

3

3

 

30 I 1. 1 I中

30 

16|I l I 20|l l l 38 

111中 171中 30

201中 l吋中 32 

151中 121中 21

30 I 1. 1 I中 4.41中 5.7飩 6.0顧 9.0

ー，路線閲比準個比準I比準I比紐

島府 I 30 I 1. 1 I中 5.41中 1叶中 121中 33 

四反田、山根、田中、河端、清水、桑原沢 I30 l. 1 1中 4.岬 7. 4|中 6.吋中 16 

腰

I 
30 1.1 中 3,

な1永田町 全域 40 l. 1 周比`

中津川 全域 30 1. 1 

中町 全域 路線 周比 比準 比準比準

中宮地町 都市計画の用途地域の指定がある地域 路線 周比 比準 比準 比準

50 1.1 中 28 中 36中 59

中村町 1~4丁目 1都市計両の用途地域の指定がある地域 路線 周比 比準 比準 比準

50 1. 1 中 28 中 35中 53
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適 用 地域

市計画の用途地域の指定がある地域

50 291中 48

比準I比準

日 町 1~2 目 1押堀川より北側で都市計両の用途地域の指固一 閲比準闘比準I比準I
がある地域

堀川より南側で都市計画の用途地域の指叫 40 1. 1 I周比準阿比準I比準I比ぅ

がある地域

ヒ記以外の地域 40 I 1. 1中 16中 24中 231中 39

別所 隣業振膝地域内の農用地区域 順 7.0飩 8.9

上記以外の地域

l 中 中鈴間、田中、 田 田

花の木、芝久保、上芝久保、久保平

(1) 叶線沿 30 1.1 中 11中 18
中1[31 

(2)上記以外の地域 30 1.1 中 7.9中 14中 1 29 

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 7、7中 8.9 純 3. 7. 6 

ほI堀切 濃業振巽地域内の農用地区域

1 主要地方道皆野荒川線沿 I純 6.5飩 14

2 上記以外の地域

(1) 鶯野、 I純 6.0飩 13
松畑、梅山、竹田

(2) 上記以外の地域 純 5.5し，．o

上記以外の地域

1 t要地方道皆野荒川線沿 30 l. 2中 7.3中 15中 11中 25

2 ヒ記以外の地域

(1) 千年原、万年原、鶯野、宮原 30 I I. 1中 6.8中 j4中 9.7中 23

松畑、梅田、竹田

(2) 上記以外の地域 30 I 1. 1 ltf1 6. 31111 101111 4. 2ltf1 9. 7 

まI蒔田 農業振巽地域内の農川地区域



令和 倍 表 12頁

適 用 地域

まI蒔田 1 堰口、塩谷、 ド日影、上日

高橋、赤城、ガ古伍

四反田、柳升、宮ノ平、五反田

堰ノ上、向平、府坂

(1) 2 9 9号線沿

(2) 卜．記以外の地域

2 井田、諏訪、岨、境、森、森林

下原、竹の妻、湯場、南、赤田

地神林、中原、山崎、八反田、前原

新井、前山、 ＾渡、向原、小林

前沢、戸井ノロ、初坪、矢口、相ノ‘

神畑田、

り町、東源名、

鮒久保、西ノ入、下モ木間田、

(1) 国道 29 9号線沿

(2) 上記以外の地域

上記以外の地域

l 堰口、塩谷、下 1::l影、 ト・ 1::l影、中反

赤城、万古石、四反田、柳井

田、堰ノ上、向平、府:f;

(1) 国道 29 9号線沿

(2) 上記以外の地域

2 廿山、諏訪、岨、境、森、森林

南、赤田

地神林、中原、山崎、八反山、前原

新井、前山、一渡、向原、小林

前沢、戸井ノロ、初坪、矢口、相ノ‘

堂谷戸、堰下、宮平、神畑田、榎戸

反り町、東源名、上サ原、東矢ノ村

鮒久保、西ノ入、下モ木間田、井戸尻

9.6 

8.8 

純 6.2飩 9.4

純 1.

30 I 1. 1 I中 8.

30 I l. 1 I中 6.

151中 11仲 20

111中 111中 19

(1) 国道 299号線沿 I 30 
主要地力道秩父児玉線沿

（2) 上記以外の地域 I 30 

3 上記以外の地域 I 30 

み1三峰 全域 I 30 1.1 

みどりが丘 全域 I 30 1.1 

141中 lll中 21

一了
比準比準



令和 倍 表 13頁

適

~ 田

ー

用 地域

堂ノ飢

穴端、前鹿原、腰、

2 上記以外の地域

II秩父線沿

40 

30 | l. 1 1中 1訓中 叫中 3叫中 821 

30 I 1. l I中 l訓中 団中 2叶中 51 

1 主要地方道熊谷小）1|秩父線沿 | 30 1.1沖 7.6|中 園中 171中 40

十要地力迫長瀞玉淀自然公園線沿

2 上記以外の地域 30 1. 1 中 5.,1中 11 中 121中 28

中峯沢、松木沢 30 l. l '11 4.3 1 | 1 8. 5 純 3.2飩 8.

ミツマタ

矢行地

上記以外の地域

農業振典地域内の農用地区域

上記以外の地域

及業振魏地域内の農用地区域

上記以外の地域

衷業振巽地域内の農用地区域

上記以外の地域

成業振躾地域内の農用地区域

1 若宮、細田、小前田、田中、：：：：．味堂原

寺畑、三宮寺原、反町、宮外戸、腰

小鹿原、番場、根古犀、安中、外和r1
南原、平石、芝原、中島、前沢

大久保

(l) 主要地方道皆野両神荒川線（久長ノ'

イパス）沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

記以外の地域

30 I 1. 1 I中 2.8I中 4.1飩 2.9飩 6、7

よI古田阿熊 4.8 

田小間

田太田部

田久長

30 I 1. 1 I中 3鵬

30 I l. 1 

30 I 1. 1 

4.8 

ー中 5.3飩 3.6飩 3.6 

5.4 



令和 倍 表 14頁

適 用 地域

よI吉田久長 ー
’̀ →1tt m IIヽ HII

ヽ

寺畑、

小鹿原

南原、

大久保

(1) 主要地方道皆野両神荒川線（久長吋 so I 1. 1 I中 5.0|中 7.2|巾 4.1|中 4.1 

イパス）沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

0

0

 

3

3

 


